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７月の納期
●固定資産税　（第２期分）
●国民健康保険税（第１期分）
●介護保険料普通徴収（第１期分）
●後期高齢者医療保険保険料普通徴収（第１期分）

　納期限は７月３１日㈮です。口座振替の場合は７月２７日㈪が振替日になりますので、ご利用の方は残高を
ご確認ください。

 問合せ 　役場　☎６６・３１１１　　　　　　　　　　　　
固定資産税　税務会計課課税担当　内線１１３

国民健康保険税　税務会計課課税担当　内線１１２
介護保険料　健康福祉課介護保険担当　内線１３３

後期高齢者医療保険料　町民課給付担当　内線１２３

今月の学校給食費
７月分の学校給食費は、７月１０日㈮に口座振替となりますので、残高をご確認ください。

　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて
所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによ
り、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

�申請方法�
●国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ＨＰからダウンロードができます。
●申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。
＊新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

�☆お問合せ等ありましたら、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所におかけください。

 問合せ 　ねんきん加入者ダイヤル　　　☎０５７０・００３・００４
秩父年金事務所（国民年金課）　☎２７・６５６０　　　　　

新型コロナウイルス感染症の影響により　　　　　　　
　　　　　　　国民年金保険料の納付が困難な方へ

～国民年金保険料の免除申請が可能です～

介 護 保 険 料
「納入通知書」「特別徴収開始通知書」発送のお知らせ

　６５歳以上の方のうち、納付書で介護保険料を納付していただく方へ、令和２年度分の納入通知書を発送
します。
　また、年金からの天引きにより介護保険料を納付していただく方には、令和２年度分の特別徴収開始通知
書を７月下旬に発送する予定です。
　介護保険制度は助け合いの制度です。被保険者の皆さんにご負担いただく介護保険料は、制度運営の大切
な役割を担っています。介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
■納付書による納付（普通徴収）…　�年金額が年額１８万円未満の方や、年金の種類が老齢（退職）年金・

障害年金・遺族年金以外の方が対象です。
■年金からの天引き（特別徴収）…　�年額１８万円以上の老齢（退職）年金・障害年金・遺族年金を受給し

ている方が対象です。

 問合せ 　健康福祉課介護保険担当　☎６６・３１１１　内線１３３


